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（非公式翻訳） 
投資委員会（BOI）布告 

No. S. ８／仏暦 2547 年（2004） 
 

件名 長期滞在（ロングステイ）の支援事業に奨励を付与する。 
 
 長期滞在（ロングステイ）の支援事業を投資奨励を付与する事業とすることを妥当と見なし、 
 仏暦 2520 年 投資奨励法 仏暦 2520 年 第 16 条、第 2 段による権限に基づき、投資（奨励）

委員会は、委員会布告 No. ２／2543、仏暦 2543 年 8 月 1 日付け 件名、奨励を付与する事業

の種類、規模、条件の末尾の奨励を与える業種表の第７類を増補する布告をだし、以下のように

業種および条件を定める。 
 

   業種   条件 
 
7.27 長期滞在（ロングステイ）

支援事業  

 
１． 関係政府機関の了承を得なくてはならない。 
２． 税に無関係の権利恩典のみを与える。 
３． 種々のサービスを捜し提供しなくてはならない。

例えば、宿泊所、健康診断、旅行の手配など。 

 
これらに関しては、仏暦 2547 年（2004 年）9 月 30 日から有効である。 

 
      布告日 仏暦 2547 年（2004 年）12 月 20 日 

 
                   陸軍大将 
                   チャバリット・ヨンチャイユット 
                         副首相 
                      委員会議長代行 

 
注：この布告は、2004 年 12 月 20 日に投資奨励委員会によって布告されたものの仮訳であり、

使用にあたっては、タイ語の原文を参照願います。 
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